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庁
舎
名

交
通
・
消
防

お知らせ掲示板
　
く
ら
し

今月のテーマ
慌てないで！
トイレ修理で
思わぬ高額請求

〇
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

 （
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎（
63
）７
９
０
０

開
設
時
間

 

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

【
事
例
】

○�

ト
イ
レ
が
詰
ま
り
、
電
話
帳
で
見
つ

け
た
業
者
に
来
て
も
ら
っ
た
。
急
い

で
い
た
の
で
料
金
な
ど
は
確
認
し
な

か
っ
た
。
結
局
、
新
し
い
便
器
に
交

換
す
る
こ
と
に
な
り
、
作
業
が
終

わ
っ
た
時
点
で「
20
万
円
」と
言
わ
れ

た
。
す
で
に
作
業
も
終
わ
っ
て
い
た

の
で
支
払
っ
た
が
、
高
額
だ
と
思
う
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

○�

慌
て
て
業
者
を
呼
ん
で
し
ま
い
が
ち

で
す
が
、
複
数
の
業
者
か
ら
見
積
も

り
を
取
っ
て
、
作
業
内
容
や
料
金
を

よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
事
前
に
出

張
や
見
積
も
り
に
掛
か
る
料
金
の
有

無
を
確
認
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

○�

現
場
の
状
況
次
第
で
、
さ
ら
に
修
理

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
納
得

で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
場
で
契
約

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
た
世
帯
の
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
減
免

し
ま
す
。

▼�

対
象　

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
す
る
か
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

・
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
世
帯

　
（
介
護
保
険
料
は
①
②
を
満
た
す
世
帯
）

①�

事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
種
類
ご
と
に

見
た
い
ず
れ
か
の
収
入
が
、
前
年
に
比
べ

て
10
分
の
３
以
上
減
収
す
る
見
込
み

②�

減
少
が
見
込
ま
れ
る
収
入（
所
得
）以
外
の

前
年
の
合
計
所
得
が
４
０
０
万
円
以
下

③
前
年
の
合
計
所
得
が
１
千
万
円
以
下

保
険
税（
料
）を
減
免
し
ま
す

保
険
税（
料
）の
納
税・納
入

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

〈
口
座
振
替
や
納
付
書
で
支
払
う
人
へ
〉

　
7
月
14
日
に
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
納
税
通

知
書
・
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
令
和
元
年
中
の
所
得
な
ど
を
基
に
年
間

の
額
を
決
定
し
た
も
の
で
す
。

※�

年
金
か
ら
天
引
き
で
納
付
す
る
人
の
年
間
の

納
付
額
は
9
月
15
日
に
通
知
予
定
で
す
。

〈
振
替
の
口
座
は
通
知
書
を
確
認
〉

※�

申
請
に
必
要
な
書
類
や
減
免
の
対
象
に
な

る
か
な
ど
、
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

課
税
課 

☎（
62
）７
１
２
０

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　
現
在
使
っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
と
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
7

月
31
日
ま
で
で
す
。
8
月
か
ら
使
用
す
る
保

険
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

〈
国
民
健
康
保
険
〉

　
新
し
い
保
険
証（
薄
紫
色
）が
届
い
た
ら
、

保
険
証
の
記
載
内
容
や
加
入
者
全
員
分
の
保

険
証
が
あ
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯

主
氏
名
は
、
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も
記
載
さ
れ
ま
す
。

〈
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
〉

　
保
険
証（
薄
紫
色
・
は
が
き
型
）の
記
載
内

容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
人
に
は
、

認
定
証
を
同
封
し
ま
す
。

①�

過
去
に
限
度
額
適
用
認
定
証（
う
ぐ
い
す

色
）の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和

２
年
度
の
所
得
区
分
が
基
準
を
満
た
す
人

②�
過
去
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
ピ
ン
ク
色
）の
交
付
を
受
け
た
こ

と
が
あ
り
、
令
和
２
年
度
の
所
得
区
分
が

基
準
額
未
満
の
人

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課 
☎（
62
）７
１
２
９

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
は
郵
送
で

　
医
療
機
関
で
の
支
払
い
を
、
前
年
所
得
に

応
じ
た
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
調
整
で
き

る
限
度
額
適
用
認
定
証
。
こ
の
認
定
証
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、

郵
送
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
に
限
り
、
70
歳
以
上
で
令

和
元
年
度
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い

て
、
令
和
2
年
度
も
該
当
す
る
人
に
は
、
8

月
か
ら
使
用
す
る
認
定
証
を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

※�

必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、
本
国
保
年
金

課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課 

☎（
62
）７
１
２
９

　
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

目
指
し
、
男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
積
極
的
に
し
て
い
る
事
業
者
を
表

彰
し
て
い
ま
す
。

▼�

対
象　
市
内
事
業
者

▼�

応
募
期
限　
7
月
22
日
㈬

▼�

応
募
方
法　

市
民
協
働
推
進
課
で
配
布

し
て
い
る
応
募
用
紙
に
必
要
書
類
を
添
え

て
窓
口
に
持
参
か
郵
送

※�

表
彰
基
準
や
応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

市
民
協
働
推
進
課 

☎（
62
）７
０
１
９

男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
者
表
彰

の
対
象
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

市
役
所
の
窓
口
用
広
告
入
り
封
筒

の
製
作
業
者
を
募
集
し
ま
す

　
市
役
所
の
窓
口
に
設
置
す
る
広
告
入
り
封

筒
を
無
償
で
製
作
・
提
供
し
て
く
れ
る
業
者

を
募
集
し
ま
す
。

▼
提
供
期
間　
本
年
12
月
か
ら
１
年
間

▼
封
筒
設
置
窓
口

　

市
民
課
、
課
税
課
、
市
民
福
祉
課
、

　

総
務
税
務
課
、

総
務
福
祉
課
、
箒
根

　
出
張
所
な
ど

▼ 

利
用
方
法　
来
庁
者
が
各
種
証
明
書
の
持

ち
帰
り
用
封
筒
と
し
て
利
用

▼
申
込
期
間　
７
月
10
日
㈮
～
31
日
㈮

※�

募
集
要
項
な
ど
の
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

市
民
課 

☎（
62
）７
１
３
２

　
申
請
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
人

や
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
基
づ

き
、
全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
納
付
猶
予
の

ど
れ
に
該
当
す
る
か
、
審
査
し
ま
す
。

　
７
月
～
来
年
６
月
分
の
申
請
を
、
7
月
1

日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

※�

過
去
の
期
間
に
つ
い
て
も
、2
年
1
カ
月

前
の
分
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

※�

失
業
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、審
査
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
収
入
減
少
を
理
由
と
し
た
申
請
は
、

令
和
2
年
２
～
6
月
分
の
保
険
料
が
対
象

で
す
。
既
に
申
請
し
て
い
る
人
も
、
7
月

分
以
降
は
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

※
学
生
の
場
合
は
、
原
則
、
学
生
納
付
特
例

　
を
優
先
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

�

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

▼ 

申
込
方
法　
身
分
証
と
年
金
番
号
が
わ
か

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
難
し
い
と
き
に
は

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

収
入
が
減
少
し
た
人
は
、
1
年
間
、
市
税
の

徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

担
保
の
提
供
は
不
要
で
、
延
滞
金
も
か
か
り

ま
せ
ん
。

▼�

対
象　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
納
税

者
か
特
別
徴
収
義
務
者

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

2
月
以
降
の
1
カ
月
間
以
上
、
事
業
な
ど

の
収
入
が
、
前
年
同
期
に
比
べ
て
約
20

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
た

②�

市
税
を
一
度
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

▼�

対
象
市
税　

　

�

市
県
民
税
、法
人
市
民
税
、固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、た
ば
こ
税
、

入
湯
税
、
国
民
健
康
保
険
税

▼�

申
込
期
限　

　
６
月
30
日
か
納
期
限
の
遅
い
日

▼�

申
込
方
法　
窓
口
か
郵
送
、eLTA

X

に

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、
窓
口
の
混
雑
緩
和

の
た
め
、
国
税
に
関
す
る
相
談
・
質
問
を
電

話
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
電
話
は
自
動
音

声
で
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
相
談
内
容
に

応
じ
た
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　
電
話
相
談
の
結
果
、
来
署
を
お
願
い
す
る

市
税
の
徴
収
猶
予
の

特
例
制
度
が
利
用
で
き
ま
す

国
税
に
関
す
る
相
談
・
質
問
は

電
話
で
受
け
付
け
ま
す

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
税
務
署
窓
口
で
の
相

談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
事
前

予
約
さ
れ
ず
に
来
署
さ
れ
た
場
合
、
相
当
の

時
間
待
っ
て
も
ら
う
か
、
再
来
署
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
税
務
署

 

☎
０
２
８
７（
22
）３
１
１
５

よ
る
電
子
申
請

※�

申
請
書
の
ほ
か
に
、
収
入
や
預
貯
金
の
状

況
が
分
か
る
資
料
の
提
出
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

収
税
課 

☎（
62
）７
１
９
０

る
も
の
を
窓
口
に
持
参
す
る
か
、
申
請
書

を
郵
送

※�

電
話
で
の
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。
申
請
書
は
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵

送
す
る
の
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

本
人
で
は
な
い
人
が
申
請
す
る
と
き
は
、

委
任
状
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み　

国
保
年
金
課
、

市
民
福

　
祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課　
　
　
☎（
62
）７
１
２
９

　
過
去
に
口
座
登
録
を
し
た
人
は
自
動
で
引

き
落
と
さ
れ
ま
す（
年
金
天
引
き
の
人
は
除

く
）。

〈
収
入
申
告
が
必
要
で
す
〉

　
次
に
該
当
す
る
人
は
、
収
入
申
告
を
し
て

い
な
い
場
合
、
保
険
税（
料
）が
正
確
に
計
算

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
令
和
元
年
中
に
収
入
が
な
い
20
歳
以
上
の
人

②�

収
入
が
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
収
入
の
み
の
人

▼
問
い
合
わ
せ　

◯
本
課
税
課 

☎（
62
）７
１
２
０

申請書はこちら


